
大阪市立総合生涯学習センターのネットワークサロンで、1月 22 日、介護保険制度についての講

演会がありました。 

講師は、居宅介護支援事業所、ケアプランセンターりんくのケアマネージャー、板野純平さん。 

厚生労働省の「介護保険制度について」という資料を使っての説明と、その後の質疑応答で、さまざ

まな質問に答えていただきました。 

 

 

  

介護保険のしくみと質問 

   

ケアプランセンターりんく 

ケアマネージャー 板野 純平 氏 
 

初めまして。板野と申します。ケアマネ

ージャーという資格の正式名称は、介護

支援専門員といい、各都道府県が認定す

る公的資格です。 

ケアマネージャーには施設と在宅が 

いるのですが、私は在宅の方です。要介

護者と要支援者の心身の状況に応じて、

訪問介護やデイサービスなどの介護サ

ービスを受けられるようにケアプラン

を作成すると同時に、市町村とサービス

事業者との連絡や調整を行うものとな

っております。 

  

※以下は板野さんが示された資料です。 

 



 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



さまざまな質問に答えていただきました 

  

Q.：介護認定を受けるタイミングについて。必要になってから受けるべきなのでしょうか？ 

 それとも、ある程度の年齢になった,ら該当しなくても受けておく方が良いのでしょうか？     

 A.：個人的な考えですが、介護保険の申請は必要になってからで良いと思います。           

 介護保険は、申請から認定を受けるまで 30 日間あるのですが、認定の有効期間があって、 

  申.請日にさかのぼって介護保険を受けることが出来ます。 

    

Q.：特定疾病の表の 12に糖尿病性網膜症と書かれていますが、糖尿病ではなく、加齢で目が悪い 

場合でも介護保険は使えますか？ 

  A.：介護保険は、65 歳以上でしたら無条件に申請できます。40 歳から 64 歳までの方は、 

「※特定疾病とは」という表に書いてある病気であると診断された時に申請することが出来ま

す。 

Q.：特定疾病の表の 6に初老期における認知症とありますが、かかりつけ医の認定をけないとダメ 

   なんでしょうか？ また、初老期とは何歳ですか？ 

A.：40歳から 64 歳までの方は、認定を受けないとダメですね。MRIを撮ったり、長谷川式と

いう認知度を調べるテストを行って、診断を下されると思います。 

また、初老期は 40～64 歳です。例えば、３０歳の人が認知症になっても、まだ保険料     

を支払っていないので、介護保険のサービスは受けられません。 

 

Q．：介護保険料が上がると聞いたのですが。 

  A.：市町村によって違います（市町村の人口、その中の高齢者の数など）。一概にはお答えでき

ません。 

 

Q.：地包括支援センターは市区町村に１か所以上あるという事でしたが、複数ある場合はこちらで 

  選ぶことが出来るのでしょうか？  

  A.：地域包括センターは、お住いの地域によって決められています。担当者は最低 3 名います

ので、対応が悪いと感じた場合は担当を他の方に替えていただくことは出来ます。それでも

ダメな場合、最終的には市役所に相談するという事になります。 

   

Q.：私は、両親と離れたところに住んでいるのですが、両親が住んでいるところではなく、自分の家

の近くの特別養護老人ホームを申し込むことは可能でしょうか？ 

  A.：今、特別養護老人ホームは、原則として要介護 3 以上であれば、どこに住んでいても申し

込みは可能です。ただ、申請書類を書く際に点数制になっていて（介護保険の点数をどれく

らい使っているか等、）介護度の重い人が優先されます。 

 

Q.：徘徊に対応するサービスはありますか？ 

  A.：福祉用具で、玄関に置いておくとブザーが鳴って出て行ったことが分かるセンサーのレンタ

ルがあります。それから、一部介護保険のレンタルでもあるのですが、GPS をいつも履い

ている靴や、持っているカバンに付けておくことも出来ます。アイフォンの GPS で、電池

交換不要のものがあり、おすすめです。また、市町村の対応として、例えば池田市では「SOS



ネットワーク」というのがあって、徘徊する可能性のある人を予め申請をしておけば、徘徊

でいなくなった時、各協力事業所に連絡して見かけたら知らせてもらえるというシステムが

あります。 

 

Q.：母が現在入院中で、退院日やその後の生活の見通しも立たないのですが、そういう状態でも介

護認定に来ていただく事は出来ますか？ 

  A.：介護認定はその時の身体の状態で診ますので、入院中でも来てもらうことは可能です。 

    ただ退院日が近いとか、退院日が決まっているという場合は、退院してからになること     

が多いです。 

 

Q.： 特別養護老人ホームに入るには、資産や収入は考えなくても良いですか？ 

  A.：資産や収入に関係なく申し込みは出来ます。ただ、特別養護老人施設も個室化が進んでき

て、ユニット型だと 1 カ月 15～20 万円はかかります。非課税の方でお金が無い事がは

っきりしていて、「限度額認定書」が通れば、通常以下の金額で入る事が出来ます。 

 

Q.：施設で受けられる医療には限度がありますよね？ 

  A.：特別養護老人ホームでしたらお医者さんはホームドクターのような形で来られるの      

で、お薬を出すなどの簡単な治療はできますが、積極的な治療になると病院へ、という      

ことになります。 

      

Q.：それは、一旦退所という事になりますか？ 

  A.：そこは施設との契約の問題になります。例えば 3 ヶ月以上の入院になるなら、契約終了に 

なるかなと思います。入居しているということは、部屋代を支払わないといけない。それに 

加えて入院費も必要です。介護保険の費用は発生しないけれども、実費分の部屋代は発生し 

ます。3 ヶ月ぐらいで契約が解除されるという契約書になっているかと思います。 

 

Q.：移動サービス、例えばスーパーへ一緒に買い物に行くとか、医療機関に同行してもらうサービス 

  はどうなんでしょうか？ 

  A.：買い物同行というのが訪問介護（ヘルパーさん）であります。近隣のスーパーなどの買い物 

に同行するサービスになります。また、病院への同行については、通院介護介助（ヘルパー） 

があるのですが、例えば病院の待ち時間で姿勢をずっと支えていないといけない場合は算定 

できますが、二人ともずっと座っているだけなら介護保険は使えません。その時間は保険外 

の対応になります。その方のお体の状態に応じて、どれぐらい介護保険で対応できるかをケ 

アマネージャーや、訪問介護の事業所と打ち合わせして、決めていくことになります。 

 

Q.：有料老人ホームについて、住宅型有料老人ホームと有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護） 

  の違いを教えて下さい。 

  A.：住宅型有料老人ホームは、自宅に訪問介護のサービスが入るのと同じです。必要な時にサー 

ビスに来てもらうということで、それにかかる費用も 1 回いくらというカウントになりま 

す。介護付き有料老人ホームであれば、何回来てもらっても丸めの金額（定額）になるので、 

そこが大きな違いだと思います。僕のイメージとしては、介護付き老人ホームはちょっと高 



めの設定に見えますが、そんなに飛び抜けて高くなることもない。 

住宅型は、サービスの量がその月やお体の状態に応じて上がってくる可能性があるので、

金額が分かりやすいのは、介護付き有料老人ホームかなと思います。 

 

Q.：行動範囲について、住宅型なら自分で自由に外出できるのでしょうか？ 介護付きは？ 

   A.：施設によりますので、入居される時に確認することが必要です。 

      

Q.：介護認定申請してから認定されるまでの期間に、何か利用できるサービスはありませんか？ 

   A.：だいたい認定が出そうでしたら暫定で利用することも可能です。しかしあまり多く利  

     用しすぎると自分が持っている単位数を超えてしまい１０割負担ということになるので

ケアマネージャーと相談してください。また、どうしてももっとサービスを使いたいとい

う場合は、実費サービス〈自費サービス〉を各市町村でもやっているので紹介してもらう

こともできます。事業所や社会資源によって金額が変わってくるので、これもケアマネー

ジャーに相談して下さい。暫定の段階からケアマネージャーをつけて対応したければ、申

請した段階で包括支援センターに相談に行ってください。包括支援センターに申請を代行

してもらってもいいですし、困っていることや、認定が出るまでの間にサービス利用した

いと言えば色々と情報提供してくれると思います。ケアマネージャーも、地域包括支援セ

ンターで紹介してくれます。 

 

Q.：病院で受けるリハビリテーションと介護サービスで受けるリハビリテーションでは、何か違うの

でしょうか？ 

       A：同じ病院に通っているのなら大きな差はないと思います。病院でリハビリを受けられる      

期間は病気やケガの度合いによって決まっているので、回復期のリハビリから維持期の      

リハビリ（介護保険のリハビリのこと）に移行してくださいと言われるのですが、内容自

体はあまり 変わらないと思います。ただ、入院中のリハビリは断然量が多いです。介護

保険でデイケアに行く場合、リハビリ重視で行くのなら、１日利用する施設（食事、お風

呂、レクリエーションなどがあり、その中にリハビリもある）より 1 時間半～ 3時間く

らいの施設（リハビリ・運動をメインにする）の方がリハビリに特化しているという印象

です。 

 

Q.: 家族介護の援助金について話してください。 

   Ａ：市町村によっては無いところもあるのですが、認定が要介護４と５の方で、1 年間       

介護サービスを利用していない方が要件を満たしている場合 10 万円の慰労金を申請       

できる制度もあります。 

 

Q.: 特別養護老人ホームは、入所待ちされている方が大変多くおられて、入りたい時に入れないとい

う話を聞いたのですが。 

Ａ：地域にもよりますが、今は色々な施設が数多く出来ていますし、複数申し込んでおられる

かたもいらっしゃるので、昔のように入れないという事はないと思います。申し込みのタ

イミングは難しいと思いますが、申し込んでもすぐに入れるという事はないので、状況に

合わせてケアマネージャーと相談するなど、考えておかないといけないかなと思います。 


